
 令 和 ５ 年 ７ 月 ４ 日 
生活文化スポーツ局 

 
 
 
 
 

都内の消費生活センターには、ＳＮＳやウェブ会議を利用して、インフルエンサーを養
成するための高額な講座を契約させるトラブルについて、相談が寄せられています。 

本日、知事は、東京都消費者被害救済委員会（会長 村 千鶴子 弁護士・東京経済大学
現代法学部教授）に、標記紛争の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。 
 
付託案件の概要 

【申 立 人】 20 歳代 給与生活者 
【契約内容】 インフルエンサー養成講座契約 
        契約金額：約 80 万円、支払総額：約 100 万円（個別クレジット 36 回払い） 
【申立人の主張による紛争の概要】 

「インフルエンサーになりませんか」とＳＮＳのアカウントにダイレクトメッセージ（ＤＭ）
が届いた。興味を持ったので返信し、事業者とウェブ会議をすると、養成講座を受講すれば、現
役インフルエンサーからの指導など、様々なサポートを受けられると説明された。さらに、「君
なら 1 年で絶対フォロワーを増やせる」と言われ、インフルエンサーになれると思った。高額な
のでためらうと、「利益が出てすぐ取り返せる」、「月々の支払額は 
３万円以下」と個別クレジットを勧められ契約した。 

1 か月後、本業が忙しく、解約したいと事業者に伝えると、「解 
約しても返金はできない」、「忙しいなら休んだらどうか」と説得 
され受講を休止したが、個別クレジットの支払いは続いた。 
 家族の勧めで消費生活センターに相談し、解約通知書等を送付 
したが、契約金額の８割は入会金となっており、中途解約しても 
返金されないと言われた。返金額が少なく納得できない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「インフルエンサー養成講座契約に係る紛争」 の解決を付託しました 

東京都消費者被害救済委員会付託 

消費者被害に関する注意喚起 

▶ ＳＮＳで知り合った人等から誘われ、話を聞くだけのつもりでウェブ会議に参加する
と、高額な契約を勧誘されることがあるので、注意しましょう。 

▶ 高額な契約の場合、長期間にわたる分割払いを勧められることがあります。契約する
前に支払期間や総額、費用の内訳などを確認し、慎重に判断してください。 

▶ 困ったときやトラブルになったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。 
お近くの消費生活センター 「１８８」局番なし（消費者ホットライン） 

詳しくはこちらをご覧ください。 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kyusai/ 

【問合せ先】 
東京都消費生活総合センター 

 活動推進課  
  電話：０３−３２３５−４１５５ 
 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kyusai/


 
付託理由 

コロナ禍の影響により、気軽にオンラインでコミュニ 
ケーションできるウェブ会議ツールが急速に普及しまし 
た。一方、都内の消費生活センターには、軽い気持ちで 
参加したウェブ会議で、高額な講座やスクール等の勧誘 
を受け、トラブルになったという相談が急増しています。 

また、インフルエンサーに憧れる気持ちにつけ込んで 
契約を勧められたという相談も寄せられています。 

本件を解決することにより、解決に当たっての考え方 
を広く示し、同種の消費者被害の防止と救済を図ります。 
 

主な問題点 

１ 本件は、ウェブ会議中にインフルエンサー養成講座の勧誘を受け、契約を締結しているが、
特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」という。）に規定する電話勧誘販売に該当す
るのではないか。 

２ 本件契約関係書類や個別クレジットの申込書には、役務提供期間や役務内容等の不備が見受
けられる。特定商取引法や割賦販売法に基づく法定書面に不備がある場合、クーリング・オフ
期間の起算日が到来していないと解されることから、クーリング・オフが可能なのではないか。 

３ 消費者契約法では、契約の解除に伴い事業者に生ずる平均的な損害の額を超える部分の契約
条項は無効と定めている。本件における、契約金額の８割以上の金額を入会金とし、中途解約
しても返金しないとする事業者の主張は、同法に該当し無効といえるのではないか。 

４ 割賦販売法では、個別クレジット業者に、支払可能見込額調査や書面交付の義務があるほか、
電話勧誘販売などの契約には、勧誘行為の確認等も義務付けられている。本件個別クレジット
契約において、個別クレジット業者の対応に問題はなかったのだろうか。 

 
東京都消費者被害救済委員会における今後の処理 

▶ 東京都消費者被害救済委員会とは 
東京都消費生活条例に基づき設置された知事の附属機関で、弁護士や大学教授などの学識経

験者、消費者団体の代表及び事業者団体の代表で構成されています。 
都内の消費生活センター等の相談機関に寄せられた消費生活相談のうち、都民の消費生活に

著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、
あっせん、調停等を行います。 

▶ 委員会に付託すると 
委員数名による部会を構成し同部会で審議を行います。両当事者から話を聴き、公正な解決策

を検討し、両当事者にあっせん案として提示します。両当事者が受諾すれば解決となります。あ
っせん案の考え方は当該紛争だけでなく、他の類似紛争の解決にも役立つことから、東京都消費
生活条例に基づき、広く都民の方々や関係者にお知らせしています。 

▶ 委員は別紙のとおり            ▶ 紛争処理実績はこちらから        

※１ ウェブ会議、オンライン会議、ウェブセミナー、オンライン
ミーティング等のキーワードで抽出 

※２ 2022 年度は速報値 

ウェブ会議を利用した契約に係る 
相談件数の推移（都内）※１ 



現　　　職 備　　　考

学識経験者委員 （16名）

　 石 川 博 康 東京大学社会科学研究所教授

大 迫 惠 美 子 弁護士

大 澤 彩 法政大学法学部教授

大 塚 陵 弁護士

沖 野 眞 已 東京大学大学院法学政治学研究科教授

後 藤 巻 則 早稲田大学名誉教授・弁護士 会長代理

志 水 芙 美 代 弁護士

菅 富 美 枝 法政大学経済学部教授

髙 木 篤 夫 弁護士

野 田 幸 裕 弁護士

洞 澤 美 佳 弁護士

宮 下 修 一 中央大学大学院法務研究科教授

村 千 鶴 子 東京経済大学現代法学部教授・弁護士 会長

山 口 由 紀 子 相模女子大学人間社会学部教授

山 城 一 真 早稲田大学法学学術院教授

吉 村 健 一 郎 弁護士

消費者委員 （4名）

江 木 和 子 東京都地域消費者団体連絡会 共同代表

　 田 辺 恵 子 主婦連合会 環境部副部長

星 野 綾 子 東京都生活協同組合連合会 常任組織委員

山 下 陽 枝 特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟 副会長 　

事業者委員 （4名）

大 下 英 和 東京商工会議所 産業政策第二部 部長

大 畑 章 一般社団法人東京工業団体連合会 専務理事

加 藤 仁 東京都中小企業団体中央会 常勤参事

傳 田 純 東京都商工会連合会 専務理事

東京都消費者被害救済委員会委員名簿

令和5年7月4日

氏　　　名



 令 和 ６ 年 １ 月 ５ 日 
生活文化スポーツ局 

 
 
 
 
 

都内の消費生活センターには、インターネットで検索して依頼したロードサービスの
契約に関する相談が、多く寄せられています。 

本日、知事は、東京都消費者被害救済委員会（会長 村 千鶴子 弁護士・東京経済大学
現代法学部教授）に、標記紛争の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。 
 
付託案件の概要 

【 申 立 人 】 20 歳代 給与生活者 
【 契約内容 】 ロードサービスの契約（契約金額約 15 万円） 
【 申立人の主張による紛争の概要 】 

車を車庫から出そうとしたところ後輪がロックして動かなくなった。インターネットでロード
サービスを検索し、「約 3,000 円〜」と広告に表示されていた事業者に電話をしたところ、担当者
を向かわせると言われた。事業者は到着すると車の状況を確認し、「整備工場に出す必要がある。
15 万円ほどかかる。」と言い、「このまま路上に車を出していると警察に車両を移動させられる可
能性があるので、すぐに対応しないといけない。」とせかされた。その後、「整備工場に依頼した。
これからレッカー車がくる。」と言われ、契約書への記入を促された。作業や金額の内訳について
説明はなく、修理代だと思ってデビットカードで 15 万円を支払った。しばらくして、レッカー車
が到着し、車を整備工場に運ぶと、事業者は帰っていった。整備工場で車を見てもらったが、整備
士からは、「サイドブレーキが上がっていただけではない 
か。」と言われ、修理することはなかった。 

レッカー移動だけで 15 万円支払ったと分かり、翌日に 
消費生活センターに相談し、クーリング・オフ通知を出し 
たが、応じてもらえない。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

「ロードサービスの契約に係る紛争」の解決を付託しました 

東京都消費者被害救済委員会付託 

消費者被害に関する注意喚起 

▶ インターネットで検索して依頼したロードサービスに関する契約トラブルが増えてい
ます。広告に表示された料金等をうのみにせず、事前に作業内容や料金を確認しましょう。 

▶ 自動車保険にロードサービスが付帯している場合もあります。まずは契約している保険
会社や保険代理店に問い合わせましょう。 

▶ 想定外の高額な請求に困ったり、トラブルになった場合は、早めに消費生活センターに
ご相談ください。（消費者ホットライン「１８８」局番なし） 

詳しくはこちらをご覧ください。 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kyusai/ 

【問合せ先】 
東京都消費生活総合センター 

 活動推進課 
  電話：０３−３２３５−４１５５ 
 

 
まさか 15 万円に 
なるなんて… 

 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kyusai/


 
付託理由 

自動車のトラブルは消費者自身での対処が困難な 
ことが多く、事業者に依頼することが一般的ですが、 
近年、インターネットで検索して依頼したロードサ 
ービスに関する相談が増加しています。相談の多く 
は、広告に表示された安価な代金を見て事業者に依 
頼したところ、実際には事前に説明のなかった高額 
な費用を請求されたというものです。 
 本件を解決することにより、解決に当たっての考 
え方を広く示し、同種の消費者被害の防止と救済を 
図るため、本件を付託しました。 
 

主な問題点 

１ 申立人は検索したインターネットの「約3,000円〜」という広告を見て、せいぜい１万円くら
いだろうと思い、当該事業者にロードサービスの作業を依頼した。このとき、約15万円もの金
額になることやレッカー移動が必要になるとまでは思っていなかったという。また、電話で依
頼したときには、「担当者から折り返す。」と告げられたのみで、作業内容や料金、キャンセ
ル料などの説明がなかったこともあり、契約内容は不確定であった。 

本件では、消費者が広告を見て、ロードサービスの契約をするために事業者に来訪を請求(※)
している。しかし、その時点ではどのような作業内容となるかは確定しておらず、また消費者
が想定していた金額と実際の請求額にかい離があり、それについて事前に説明がなかったとす
れば、特定商取引に関する法律の規定する訪問販売におけるクーリング・オフが可能となるの
ではないか。 

※ 販売業者等が自らの意思に基づき住居を訪問して販売を行うのではなく、消費者の「請求」に応じて行う
その住居における販売等は、クーリング・オフ等の規定が適用除外となる。  

２ 突然の自動車の故障など、急を要する事態が発生すると、慌ててインターネットで検索し目
についた事業者に依頼してしまうことがある。消費者が冷静に判断することが難しい状況では、
事業者は契約を急がせたりせず、役務内容や料金について分かりやすく丁寧に説明すべきでは
ないか。 

 
東京都消費者被害救済委員会における今後の処理 

▶ 東京都消費者被害救済委員会とは 
東京都消費生活条例に基づき設置された知事の附属機関で、弁護士や大学教授などの学識経

験者、消費者団体の代表及び事業者団体の代表で構成されています。 
都内の消費生活センター等の相談機関に寄せられた消費生活相談のうち、都民の消費生活に

著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、
あっせん、調停等を行います。 

▶ 委員会に付託すると 
委員数名による部会を構成し同部会で審議を行います。両当事者から話を聴き、公正な解決策

を検討し、両当事者にあっせん案として提示します。両当事者が受諾すれば解決となります。あ
っせん案の考え方は当該紛争だけでなく、他の類似紛争の解決にも役立つことから、東京都消費
生活条例に基づき、広く都民の方々や関係者にお知らせしています。 

▶ 委員は別紙のとおり            ▶ 紛争処理実績はこちらから        
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ロードサービスに関する相談件数の推移（都内） ※1（件数）

（年度）

※3

※2

※1 インターネットで検索して依頼したロードサービス
（自動車及びバイクのパンク、バッテリー上がり、キー
閉じこみ等）のトラブルに関するもの 

※2 2023 年度は 11 月末現在の速報値 
※3 2022 年度同期件数（2022 年 11 月末） 



現　　　職 備　　　考

学識経験者委員 （16名）

　 石 川 博 康 東京大学社会科学研究所教授

大 迫 惠 美 子 弁護士

大 澤 彩 法政大学法学部教授

大 塚 陵 弁護士

沖 野 眞 已 東京大学大学院法学政治学研究科教授

後 藤 巻 則 早稲田大学名誉教授・弁護士 会長代理

志 水 芙 美 代 弁護士

菅 富 美 枝 法政大学経済学部教授

髙 木 篤 夫 弁護士

野 田 幸 裕 弁護士

洞 澤 美 佳 弁護士

宮 下 修 一 中央大学大学院法務研究科教授

村 千 鶴 子 東京経済大学現代法学部教授・弁護士 会長

山 口 由 紀 子 相模女子大学人間社会学部教授

山 城 一 真 早稲田大学法学学術院教授

吉 村 健 一 郎 弁護士

消費者委員 （4名）

江 木 和 子 東京都地域消費者団体連絡会 共同代表

　 田 辺 恵 子 主婦連合会 環境部副部長

星 野 綾 子 東京都生活協同組合連合会 常任組織委員

山 下 陽 枝 特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟 副会長 　

事業者委員 （4名）

大 下 英 和 東京商工会議所 産業政策第二部 部長

大 畑 章 一般社団法人東京工業団体連合会 専務理事

加 藤 仁 東京都中小企業団体中央会 常勤参事

傳 田 純 東京都商工会連合会 専務理事

東京都消費者被害救済委員会委員名簿

令和6年1月5日

氏　　　名


